地域計画（地域農業経営基盤強化促進計画）
変更申出書

令和　　年　　月　　日

洲本市長　様

[bookmark: _GoBack]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔申出者〕
住所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

			氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

		連絡先：	


　私は、農業経営基盤強化促進法第19条に基づく地域計画（地域農業経営基盤強化促進計画）を変更されたく、下記のとおり申し出ます。

記

１　変更を希望する計画
　地区名　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　地区

２　変更を希望する土地
　別紙変更申出に係る地番整理表の通り
※地番の変更がなければ、提出不要

３　変更を希望する地域の方針（目標達成のための措置）等
	


※変更があれば記入すること。なお、既存の計画を書き換えて提出することでも可


４　申出の理由
	


　（例）別紙変更申出に係る地番整理表の土地を○○の用に供するにあたり、農用地区域からの除外を行うため。

５　添付書類
（１）地域計画（地域農業経営基盤強化促進計画）変更申出書
（２）変更申出に係る地番整理表
（３）その他市長が必要と認める書類

＜地域計画管理に係る集落代表者の確認欄＞
　上記、地域計画（地域農業経営基盤強化促進計画）変更申出書の内容を確認し、変更内容について、当集落において変更することに問題ないことを確認しました。

　　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　集落代表　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（署名又は記名押印）


＜個人情報の取扱い＞
　洲本市は把握した情報及び各種認定状況等、地域計画内容に関連する情報を個人情報保護法（地方公共団体の個人情報保護条例）に基づき適正に管理し、地域計画策定のためにのみ利用します。
　また、洲本市は地域計画策定の業務上、必要に応じて情報を次の関係機関に提供する場合があります。
国、兵庫県、市町村、洲本市農業委員会、農地中間管理機構、農業委員会ネットワーク機構、農業協同組合、土地改良区、農業再生協議会、農業改良普及センター、農業経営・就農支援センター、洲本市農業経営基盤強化促進審議会
日本政策金融公庫、独立行政法人農業者年金基金　等





＜地域計画への編入＞
　地域計画に編入することで各種関係事業の補助金交付要件になることができますが、一方で農振農用地区域からの除外や農地転用にはあらかじめ地域計画の変更（除外）手続きが必要になります。

【地域計画編入することへの同意】
上記、＜個人情報の取扱い＞や＜地域計画への編入＞について、土地所有者や耕作者に説明し、同意を取って頂いたうえで、変更申出に係る地番整理表のチェック欄にチェックを入れること。


変更申出に係る地番整理表

	修正等
	大字
	地番
	登記
地目
	登記
面積
	現在の
耕作者
	目標年度の
耕作者
	所有者の
同意
	耕作者の
同意

	追加　・　削除　・　修正
	
	
	
	
	
	
	□
	□

	追加　・　削除　・　修正
	
	
	
	
	
	
	□
	□

	追加　・　削除　・　修正
	
	
	
	
	
	
	□
	□

	追加　・　削除　・　修正
	
	
	
	
	
	
	□
	□

	追加　・　削除　・　修正
	
	
	
	
	
	
	□
	□

	追加　・　削除　・　修正
	
	
	
	
	
	
	□
	□





変更申出に係る地番整理表

	修正等
	大字
	地番
	登記
地目
	登記
面積
	現在の
耕作者
	目標年度の
耕作者
	所有者の
同意
	耕作者の
同意

	追加　・　削除　・　修正
	本町
	１
	田
	100
	農政　太郎
	農政　太郎
	☑
	☑

	追加　・　削除　・　修正
	本町
	１００
	
	
	農政　太郎
	地域　次郎
	☑
	☑

	追加　・　削除　・　修正
	本町
	３００－２
	畑
	350
	農政　太郎
	地域　次郎
	☑
	☑

	追加　・　削除　・　修正
	本町
	５００－１
	畑
	1000
	農政　太郎
	産業　良子
	☑
	☑

	追加　・　削除　・　修正
	本町
	５００－２
	田
	1200
	農政　太郎
	産業　良子
	☑
	☑

	追加　・　削除　・　修正
	
	
	
	
	
	
	
	□



